
－ 1－

� 本書について

昭和以前に製作された自動車を対象とした自動車検査ハンドブックです

　本書は、自動車整備士及び自動車検査員の方を対象に、昭和以前に製作され
た三輪自動車及び四輪以上の自動車の継続検査に必要な道路運送車両の保安基
準及び独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程を中心にまとめた書籍で
す。
　保安基準の条項に則した審査規程の要点をわかりやすく編集しています。
従って、原文及び詳細等については公論出版発行の法令集「保安基準と審査事
務規程〔原文〕」などで確認してください。
　審査規程は、令和５年２月 16 日施行の第 48 次改正までを収録しています。
このため、審査規程第 49 次以降の改正が行われた場合、その改正部分は本書
の内容と適合しなくなります。この場合は、弊社ホームページにおいて改正概
要を掲載すると共に、随時改訂版を発行していく予定です。

◇　　　　　　　◇　　　　　　　◇

〔除外自動車〕
　本書の編集にあたり、台数が少ないなどの理由から、次の自動車は対象から
除外してあります。ご注意ください。
１．高圧ガスを燃料とする自動車
２．ガス運送容器を備える自動車
３．火薬類もしくは危険物を運送する自動車
４．緊急自動車及び道路維持作業用自動車
５．カタピラ又はカタピラ及びそりを有する自動車
６．最高速度 20km/h 未満の自動車
７．大型特殊自動車
８．牽引自動車及び被牽引自動車（幅 0.8m 以下の牽引自動車を含む）
９�．電力により作動する原動機を有する自動車（内燃機関からの改造車両も含
む）
10．除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車
11．運転者席が車室内にない自動車
12．ポールトレーラ
13．緊急自動車
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〔原文の書換について〕
　原文から本書の対象外となる大型特殊自動車、牽引自動車及び被牽引自動車
などの文言を削除すると共に、自動車の製作年月日により異なる基準（適用関
係の整理）を※印で表記しています。

《審査規程原文（７－91 方向指示器）》
７－91－14　従前規定の適用⑩
　 平成 17 年 12 月 31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合
するものであればよい。
７－91－14－１　装備要件
　 自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。
　①自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方 30m の距

離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右１個ずつ備える
こと。

　　ただし、最高速度 20km/h 未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動
車の最外側までの距離が 650mm 未満であり、かつ、運転者席が車室内にな
いもの及び被牽引自動車にあっては、この限りでない。

　②自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。
　　ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び幅 0.8m 以下

の自動車並びに①ただし書の自動車にあっては、この限りでない。

《本書》

■装備要件
◎自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。
　◇前後 30m
　①自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方 30m の距

離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右１個ずつ備える
こと。

　◇後面の両側
　②自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。
　　 ただし、幅 0.8m 以下の自動車にあっては、この限りでない。
　　※昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車であって、長さ６m 以上の

自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。
　　   ただし、幅 0.8m 以下の自動車にあっては、この限りでない。
　　※昭和 35 年３月 31 日以前に製作された自動車については、この②の基準

は適用しない。
　◇両側面
　③自動車の両側面には、方向指示器を備えること。
　　ただし、大型貨物自動車等及び幅 0.8m 以下の自動車を除く。

❷本書の対象
外車両である
ため削除❷

❷

❶本書の対象
とする昭和の
規定から抜粋

｝

❸適用関係の
整理（自動車
の製作年月日
により基準が
異なる場合）
は※印で表記❸

❸

❷
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25 方向指示器

▷保安基準第 41 条、審査規程７－ 91、細目告示第 215 条

■装備要件
◎自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。
　◇前後 30m
　①�自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方 30mの距

離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右１個ずつ備える
こと。

　◇後面の両側
　②�自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。
　　�ただし、幅 0.8m 以下の自動車にあっては、この限りでない。
　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、長さ６m以上

の自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。
　　�　ただし、幅 0.8m 以下の自動車にあっては、この限りでない。
　　※�昭和 35 年３月 31 日以前に製作された自動車については、この②の基準

は適用しない。
　◇両側面
　③�自動車の両側面には、方向指示器を備えること。
　　�ただし、大型貨物自動車等及び幅 0.8m 以下の自動車を除く。
　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、長さ６m以上

の自動車の両側面には、方向指示器を備えること。
　　　ただし、大型貨物自動車等及び幅 0.8m 以下の自動車を除く。
　　※�昭和 35 年３月 31 日以前に製作された自動車については、この③の基準

は適用しない。
　◇大型貨物自動車等
　④�大型貨物自動車等には、両側面の前部及び中央部に方向指示器を備えるこ
と。

　　※�昭和 35 年３月 31 日以前に製作された自動車については、この④の基準
は適用しない。

［第 41条／７－ 91　方向指示器］
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〔適用関係の整理：装備要件〕　＊網掛け部に該当する場合要装備となる。

基準 装備箇所 区分 製作年月日

① 車両中心線上の前・後 30m から指
示部が見通すことのできる位置に
左右１個ずつ

－ 全年式必要

②
③

後面の両側
両側面

幅 0.8m 以下 －

長さ６m未満 ～S44.9.30 S44.10.1 ～

長さ６m以上 ～ S35.3.31 S35.4.1 ～

④ 大型貨物自動車等の両側面の前部
及び中央部

－
～S35.3.31 S35.4.1 ～

■性能要件

視認等による審査

◎方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。
　◇点灯確認距離
　①�方向指示器は、方向の指示を表示する方向 100m の距離から昼間において

点灯を確認できるものであること。
　　�この場合において、前項③又は④（両側面の中央部に備える方向指示器を
除く）の規定により自動車の両側面に備える方向指示器にあっては、30m
の距離から昼間において点灯を確認できるものであること。

　　※�昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された自動車については、方向の指示
を表示する方向 30mの距離から指示部の形状が確認できるものであるこ
と。

　◇点灯確認距離の基準に適合するもの（光源と指示部の大きさ）
　②�次に掲げるものであって、その機能が正常であるものは、上記「点灯確認
距離」の基準に適合するものとする。
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　　〔点灯確認距離の基準に適合する方向指示器〕

方向指示器の種類
自動車の
種類

要件

光源のW数 指示部の面積

方向の指示を前方又は後方
に対して表示するための方
向指示器※１

長さ６m以上
の自動車

15W以上 40cm２以上（注１）

その他 15W以上 20cm２以上（注１）

自動車の両側面に備える方
向指示器（大型貨物自動車
等の両側面の中央部に備え
る方向指示器を除く）

長さ６m以上
の自動車

３W以上 20cm２以上（注２）

その他※２ ３W以上 10cm２以上（注２）

大型貨物自動車等の両側面の中央部に備
える方向指示器

15W以上 40cm２以上（注２）

　　※１：�昭和 35 年３月 31 日以前に製作された自動車については、長さにかかわ
らず 15W以上、20cm２以上（注１）であればよい。

　　※２：�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、長さ６m以上
の自動車の両側面に方向指示器の装備要件があるため、その他の欄の規
定は適用されない。

　　注１：�各指示部の車両中心線上の鉛直面に直交する鉛直面への投影面積をい
う。

　　注２：�各指示部の車両中心線上の鉛直面への投影面積及び車両中心線上の鉛直
面と 45°に交わる鉛直面への投影面積をいう。

　　　　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、各指示部の
車両中心線上の鉛直面（専ら後側方に対し表示するためのものにあっ
ては、車両中心線上の鉛直面と 45°に交わる後側方の鉛直面）への投
影面積をいう。

　　注３：�不透明なモール等により仕切られた指示部にあっては、当該モール等に
相当する部分の投影面積を除くものとする。

　◇灯光の色
　③�方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
　　※�昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された自動車の方向指示器の灯光の色

は、黄色又は橙色であること。
　　　�この場合において、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指

示器の灯光の色は、橙色であること。
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　　　�ただし、方向の指示を前方に表示するためのものについては白色又は乳
白色、方向の指示を後方又は後側方に表示するためのもの（大型貨物自
動車等の両側面の中央部に備える方向指示器を除く）については赤色と
することができる。

　◇見通範囲（後面のもの）
　④�方向指示器の指示部は、次の表の左欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、
同表の右欄に掲げる範囲において全ての位置から見通すことができるもの
であること。

　　ただし、三輪自動車を除く。
　　�この場合において、「全ての位置から見通すことができる」とは、別添 13「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」の規定により審査したときに、
対象となる指示部のうち、少なくとも②に規定する指示部の面積を有する
部分を見通せることをいう。

方向指示器の種別 範囲

自動車の後面に備える方向指示器 後方 10m の距離における地上 2.5m まで
の範囲

　　※�昭和 35 年３月３日以前に製作された自動車については、この見通範囲
（後面のもの）の規定は適用しない。

　◇見通範囲（両側面のもの）
　⑤�自動車の両側面に備える方向指示器は、次の基準に適合する構造とするこ

とができる。
　　ただし、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。
　　▪�自動車（大型貨物自動車等及び幅 0.8m 以下の自動車を除く）の両側面

に備える方向指示器は、自動車の後端（後面の両側に方向指示器を備え
た自動車にあっては、当該方向指示器を結ぶ直線）を含み車両中心面に
直交する鉛直面上で自動車の最外側から外側方１mの距離に相当する点
における地上１mから 2.5m までの全ての位置から指示部を見通すこと
ができるものであること。

　　▪�大型貨物自動車等の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の後面
の両側の方向指示器を結ぶ直線を含み車両中心面に直交する鉛直面上で
自動車の最外側から外側方１mの距離に相当する点における地上１mか
ら 2.5m までの全ての位置から指示部を見通すことができるものである
こと。
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前部

※中央部に備えるものは取付要件において規定されている

《乗用自動車》

【方向指示器の見通範囲】

後端

最外側
１ｍ

１ｍ

2.5ｍ
見通範囲 見通範囲

最外側
１ｍ

《大型貨物自動車等》

〔適用関係の整理：見通範囲（両側面のもの）〕
�※�昭和 35 年３月３日以前に製作された自動車については、この見通範囲（両
側面のもの）の規定は適用しない。
※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車の両側面に備える方向指示器の
指示部は、次の表の左欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の右欄に掲
げる位置から見通すことができるものであること。

方向指示器の種別 位置

次欄に掲げる自動車及び三輪自動車（方向指示器を側面
のみに備えるものに限る）以外の自動車の両側面に備え
る方向指示器
ただし、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方
向指示器を除く

自動車の後面の両側
に備える方向指示
器を結ぶ直線上で自
動車の最外側から
1.5m 外側の位置

次の①から④までに掲げる自動車（長さ６m以下のもの
を除く）並びに⑤及び⑥に掲げる自動車の両側面に備え
る方向指示器
ただし、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方
向指示器を除く

自動車の後面の両側
に備える方向指示
器を結ぶ直線上で自
動車の最外側から
1.5m 外側の位置
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①乗車定員 10 人以上の乗用自動車
②�乗車定員 10 人以上の乗用自動車の形状に類する自動車
③�貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量
3.5t 以下の貨物自動車
④�自動車であって車両総重量 3.5 トン以下の貨物自動車
の形状に類する自動車
⑤車両総重量 3.5 トンを超える貨物自動車
⑥�車両総重量 3.5 トンを超える貨物自動車の形状に類す
る自動車

　★�編注：上表を要約すると、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指
示器を除き、自動車の後面の両側に備える方向指示器を結ぶ直線上で自動車の
最外側から 1.5m 外側の位置から自動車の両側面に備える方向指示器の指示部
を見通すことができるものであることが求められる。

《乗用自動車》

【方向指示器の見通範囲の確認位置】

最外側
1.5ｍ

最外側
1.5ｍ

《大型貨物自動車等》
後面両側の方向指示器を結ぶ直線

テスタ等による審査

◎�橙色もしくは赤色の灯光の色について、視認により橙色もしくは赤色でない
おそれがあると認められるときは、別添 13「灯火等の照明部、個数、取付位
置等の測定方法」に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、橙色も
しくは赤色として定められた範囲内にあるものは、橙色もしくは赤色の灯光
の色の規定に適合するものとする。

■取付要件
◎�方向指示器は、性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように
取付けられなければならない。
　◇点滅周期
　①�方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するもので

あること。

［第 41条／７－ 91　方向指示器］



－ 258－ － 259 －

　　�この場合において、連鎖式点灯をする方向指示器については、一つ以上の
光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成すもの
との点灯の位相は対称であること。

　　※�昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された自動車の方向指示器については、
毎分 50 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅し、又は光度が増減する
ものであること。

　　　�ただし、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器にあっ
ては、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものでなけれ
ばならない。

　　　�この場合において、連鎖式点灯をする方向指示器については、一つ以上
の光源が点灯を開始した時点で点灯状態と判断するものとし、対を成す
ものとの点灯の位相は対称であること。

　　　�また、光度が増減する方向指示器は、次の基準に適合するものでなけれ
ばならない。

　　　▪車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。
　　　▪最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の３倍以上であること。
　◇左右対称
　②�方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置に取付けられ
たものであること。

　　�この場合において、方向指示器を取付ける後写鏡等の部位が左右非対称の
場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置
に取付けられたものであること。

　　�ただし、車体の外形が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあって
は、この限りでない。

　◇左右の位置及び高さ

【方向指示器の取付位置】

方向指示器

自動車の最外側

指示部の最内縁
600mm以上

指示部の中心

400mm以内

2,300mm以下

指示部の最外縁　③�前方又は後方に対して方向の指
示を表示するための方向指示器
の指示部のうちそれぞれ最内側
にあるものの最内縁の間隔は、
600mm＊１以上であり、かつ、
それぞれ最外側にあるものの指
示部の最外縁は、自動車の最外
側から 400mm 以内となるよう
に取付けられていること。
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　　�ただし、方向指示器の指示部の中心の間隔が自動車の幅の 50％以上である
ものにあっては、この限りでない。

　　＊１幅が 1.3m 未満の自動車にあっては、400mm以上
　④�方向指示器は、その指示部の中心の高さが地上 2,300mm 以下となるよう
に取付けられていること。

　◇前端からの距離（大型貨物自動車等及び幅 0.8m以下の自動車を除く）
　⑤�大型貨物自動車等及び幅 0.8m 以下の自動車を除く自動車の両側面に備え
る方向指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から 2,500mm 以内とな
るように取付けられていること。

　　�この場合において、長さ６m以上の自動車にあっては自動車の長さの 60％
以内となるように取付けられていること。

　　※�昭和 35 年３月３日以前に製作された自動車については、この規定は適
用しない。

　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、長さ６m以上
の自動車の両側面に方向指示器の装備要件があり、自動車の長さの 60％
以内となるように取付けられていること。

【前端からの距離】

自動車の前端 指示部の最前縁

2,500mm以内

（長さ６m以上の自動車は自動車の長さの 60％以内）

　◇前後の位置及び見通範囲（大型貨物自動車等）
　⑥�大型貨物自動車等の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端か

ら運転者室又は客室の外側後端までの間に取付けられていること。
　　※�昭和 35 年３月３日以前に製作された自動車については、この⑥の規定

は適用しない。
　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、長さ６m以

上のものに限り、両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の長さの
60％以内に取付けられていること。
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　⑦�大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器の指示部の最前縁
は、運転者室又は客室の外側後端から 2,500mm 以内となるように取付け
られ、かつ、自動車の最外側から外側方１mの車両中心面に平行な鉛直面
上で当該方向指示器の取付位置の前方１mから自動車の後端までに相当す
る点における地上１mから 1.6m までの全ての位置から指示部を見通すこ
とができるように取付けられていること。

【方向指示器の前後の位置及び見通範囲】

１ｍ
1.6ｍ

最外側

１ｍ

《大型貨物自動車等》

運転者室又は客室の後端前端

前部

指示部の最前縁

2,500mm以内

中央部

後端
１ｍ

中央部

見通範囲

　　※�昭和 35 年３月３日以前に製作された自動車については、この⑦の規定
は適用しない。

　◇点灯操作
　⑧�運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器（自動車の両側面に
備える方向指示器を除く）の作動状態を確認できない場合は、その作動状
態を運転者に表示する装置を備えること。

　⑨�自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている
場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることが
できる。
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　　※�昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された自動車の両側面に備える方向指
示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点
滅表示灯と同時に点滅し、又は光度が増減する構造（大型貨物自動車等
の両側面の中央部に備える方向指示器にあっては、点滅する構造）とす
ることができる。

　　　�この場合においては、当該方向指示器（大型貨物自動車等の両側面の中
央部に備える方向指示器を除く）を非常点滅表示灯とみなして、制動灯
が点灯している場合には、その操作装置を操作した状態においても点滅
又は光度の増減を停止する構造とすることができる。

■腕木式方向指示器
※�昭和 48 年 11 月 30 日以前に製作された自動車については、上記性能要件及
び取付要件の規定にかかわらず次の基準に適合する腕木式方向指示器を備え
ていればよい。
　�ただし、大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器にあっては、
この限りでない。

性能要件

　◇大きさ
　①�指示部の両表示面の形状は、長さ 160mm 以上、最大幅 35mm＊１以上の剣

形又は矢形であること。
　　＊１�長さ６m以上の自動車にあっては、長さ 180mm 以上、最大幅 40mm 以

上の剣形又は矢形であること。
　　　�ただし、後面の両側及び自動車の車両中心線上の前方 30mの距離から表

示が確認できる位置に点滅式方向指示器を備えているものを除く。
　◇確認距離
　②�方向の指示を表示する方向 30mの距離から指示部の表示面の形状が確認で
きるものであること。

　◇夜間の確認
　③�指示部は、その内部に備えた灯火により夜間表示面の形状が確認できるも
のであること。

　◇表示部の色
　④�指示部の両表示面は、橙色に表示されるものであること。
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　　※�昭和 39 年 12 月 31 日以前に製作された自動車については、指示部の両
表示面は、赤色又は橙色に表示されるものであること。

取付要件

　◇水平及び格納
　①�指示部は、作動時には水平位置をとり、不作動時には確実に格納されるも

のであること。
　◇取付高さ
　②�取付位置は、地上 2,300mm以下であること。
　◇前端からの距離（大型貨物自動車等及び幅 0.8m以下の自動車を除く）
　③�大型貨物自動車等及び幅 0.8m 以下の自動車を除く自動車の両側面に備え
る方向指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端から 2,500mm 以内とな
るように取付けられていること。

　　�この場合において、長さ６m以上の自動車にあっては自動車の長さの 60％
以内となるように取付けられていること。

　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された自動車については、長さ６m以上
の自動車の両側面に方向指示器の装備要件があり、自動車の長さの 60％
以内となるように取付けられていること。

　◇前後の位置（大型貨物自動車等）
　④�大型貨物自動車等の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端か
ら運転者室又は客室の外側後端までの間に取付けられていること。

　　※�昭和 44 年９月 30 日以前に製作された大型貨物自動車等については、長
さ６m以上のものに限り、両側面の前部に備える方向指示器は、自動車
の長さの 60％以内に取付けられていること。

　◇点灯操作
　⑤�運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器の作動状態を確認で
きない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。

■灯火式方向指示器
◎�昭和 35 年３月 31 日以前に製作された自動車には、上記性能要件及び取付要
件の規定にかかわらず、次の基準に適合する灯火式方向指示器を備えること
ができる。
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性能要件

　◇大きさ
　①�指示部は、長さ 80mm以上、最大幅 40mm以上の赤色又は橙色の矢形であ

ること。
　②�方向指示器は、方向の指示を表示する方向 30mの距離から指示部の形状が
確認できるものであること。

取付要件

　◇間隔
　①�方向指示器は、自動車の幅の 50％以上の間隔を有するものであること。
　◇左右対称
　②�方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置に取付けられ

たものであること。
　　�なお、方向指示器を取付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあって
は、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置に取付けられ
たものであること。

　　�ただし、車体の外形が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあって
は、この限りでない。

　③�自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心の高さが地上 2,300mm
以下となるように取付けられていること。

　④�運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器（自動車の両側面に
備える方向指示器を除く）の作動状態を確認できない場合は、その作動状
態を運転者に表示する装置を備えること。

26 補助方向指示器

▷保安基準第 41 条の２、審査規程７－ 92、細目告示第 216 条

■装備要件
◎�自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を１個
ずつ備えることができる。

［第 41条／７－ 91　方向指示器］
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